
専 門 学 校 東 北 動 物 看 護 学 院 学 則  

 

第 1章  総 則  

 

（ 目 的 ）  

第 1条  本 校 は 、学 校 教 育 法 に 基 づ き 、動 物 分 野 に 関 す る 専 門 的 な 知 識 及 び 技 術 を 習 得 さ せ 、一 般 教 養 の

向 上 を 図 り 、職 業 若 し く は 実 生 活 に 必 要 な 能 力 を 育 成 し 、地 域 社 会 の 形 成 に 役 立 つ 社 会 人 を 育 成

す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 名 称 ）  

第 2条  本 校 は 、 専 門 学 校 東 北 動 物 看 護 学 院 と い う 。  

 

（ 位 置 ）  

第 3条  本 校 は 、 宮 城 県 仙 台 市 泉 区 高 玉 町 8 番 地 12 に 置 く 。  

 

（ 自 己 点 検 ・ 評 価 ）  

第 4条  本 校 は 、そ の 教 育 の 一 層 の 充 実 を 図 り 、本 校 の 目 的 及 び 社 会 的 使 命 を 達 成 す る た め 、本 校 に お け

る 教 育 活 動 等 の 状 況 に つ い て 、 自 ら 点 検 及 び 評 価 を 行 う も の と す る 。  

2 前 項 点 検 及 び 評 価 の 実 施 に 関 し 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

 

第 2章  課 程 及 び 学 科 、 修 業 年 限 、 定 員 並 び に 休 業 日 等  

 

（ 課 程 及 び 学 科 、 修 業 年 限 、 定 員 等 ）  

第 5条  本 校 の 課 程 、 学 科 及 び 修 業 年 限 並 び に 定 員 等 は 、 次 の と お り と す る  

課 程 名  学 科 名  昼 夜 の 別  修 業 年 限  入 学 定 員  総 定 員  備 考  

文 化 ・ 教 養  

専 門 課 程  

愛 玩 動 物  

看 護 学 科  

昼 間  3 年  120 人  360 名   

 

（ 学 年 及 び 学 期 ）  

第 6条  本 校 の 学 年 は 、 4 月 1 日 に 始 ま り 翌 年 3 月 31 日 に 終 わ る 。  

2 学 期 は 、 次 の と お り と す る 。  

前 期 4 月 1 日 か ら 9 月 30 日 ま で  

後 期 10 月 1 日 か ら 3 月 31 日 ま で  

 

（ 休 業 日 ）  

第 7条  本 校 の 休 業 日 は 、次 の と お り と す る 。た だ し 、校 ⾧ は 、特 に 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、休 業 日

を 変 更 す る こ と が で き る 。  

（ 1）  日 曜 日  

（ 2）  土 曜 日  

（ 3）  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 休 日  

（ 4）  開 校 記 念 日 11 月 22 日  

（ 5）  夏 季 休 業 7 月 下 旬 か ら 8 月 下 旬 ま で  

（ 6）  秋 期 休 業 前 期 授 業 終 了 日 か ら 9 月 30 日 ま で  

（ 7）  冬 季 休 業 12 月 下 旬 か ら 1 月 中 旬 ま で  

（ 8）  春 季 休 業 3 月 中 旬 か ら 4 月 中 旬 ま で  

（ 9）  前 各 号 の ほ か 校 ⾧ が 定 め る 日  

2 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、校 ⾧ が 教 育 に 必 要 で あ る と 認 め た 場 合 は 、休 業 日 で あ っ て も 授 業 を 行 う

こ と が 出 来 る 。  



第 3章  教 育 課 程 、 授 業 時 数 及 び 成 績 評 価 等  

 

（ 教 育 課 程 ）  

第 8条  本 校 の 教 育 課 程 及 び 授 業 時 間 数 は 、 別 表 第 1 の と お り と す る 。  

2 前 項 に 定 め る 授 業 時 数 の 1 単 位 時 間 は 45 分 と し 、 卒 業 ま で に 履 修 さ せ る 授 業 時 数 も 別 表 1 の と

お り と す る 。  

 

（ 成 績 評 価 ）  

第 9条  授 業 科 目 の 成 績 評 価 は 、学 年 末 に お い て 、各 学 期 末 に 行 う 試 験 、実 習 の 成 果 、履 修 態 度 、課 題 の

評 価 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 行 う 。た だ し 、出 席 時 数 が 授 業 時 数 の 3 分 の 2 に 達 し な い 者 は 、そ の

科 目 に つ い て 評 価 を 受 け る こ と が で き な い 。  

2 学 科 試 験 は 、 定 期 試 験 及 び 随 時 試 験 と す る 。  

3 進 級 及 び 卒 業 に は 、全 て の 教 科 の 履 修 を 条 件 と す る 。履 修 不 足 は 再 追 試 験 、補 講 、課 題 提 出 に て

こ れ を 補 う 。  

4 学 業 成 績 の 判 定 は 、 担 当 教 師 に よ る 次 の 5 段 階 に 区 分 す る 。  

A…秀  B…優   C…良   D...可   E…不 可  

秀 、 優 、 良 、 可 を 合 格 、 不 可 は 不 合 格 と す る 。  

 

（ 始 業 時 間 及 び 終 業 時 間 ）  

第 10条  本 校 の 始 業 及 び 終 業 の 時 刻 は 、 9 時 か ら 16 時 20 分 ま で と お り と す る 。  

 

第 4章  教 職 員 組 織  

 

（ 教 職 員 ）  

第 11条  本 校 に 次 の 教 職 員 を 置 く 。  

（ 1）  校 ⾧ 1 人  

（ 2）  教 員 4 人 以 上  

（ 3）  講 師 3 人 以 上  

（ 4）  事 務 職 員 4 人 以 上  

（ 5）  学 校 医 1 人 以 上  

2 校 ⾧ は 、 校 務 を つ か さ ど り 、 所 属 職 員 を 監 督 す る 。  

 

第 5章  入 学 、 休 学 、 退 学 、 卒 業 等  

 

（ 入 学 資 格 ）  

第 12条  本 校 に 入 学 す る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 と す る 。  

1 専 門 課 程  

（ 1）  高 等 学 校 若 し く は こ れ に 準 ず る 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た 者  

（ 2）  学 校 教 育 法 第 90 条 第 1 項 に 規 定 す る 通 常 の 課 程 に よ る 12 年 の 学 校 教 育 を 修 了 し た 者  

（ 通 常 の 課 程 以 外 の 課 程 に よ り こ れ に 相 当 す る 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 を 含 む 。）  

（ 3）  文 部 科 学 大 臣 が 高 等 学 校 の 課 程 と 同 等 の 課 程 を 有 す る も の と し て 認 定 し た 在 外 教 育 施 設 の 当

該 課 程 を 修 了 し た 者  

（ 4）  文 部 科 学 大 臣 の 指 定 し た 者  

（ 5）  高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 規 則 に よ る 高 等 学 校 卒 業 認 定 試 験 に 合 格 し た 者  

（ 旧 規 程 に よ る 大 学 入 学 資 格 検 定 （ 以 下 「 旧 検 定 」 と い う 。 に 合 格 し た 者 を 含 む 。）  

（ 6）  修 業 年 限 が 3 年 以 上 の 専 修 学 校 の 高 等 課 程 を 修 了 し た 者  

（ 7）  本 校 に お い て 、 高 等 学 校 を 卒 業 し た 者 と 同 等 の 学 力 が あ る と 認 め た 者 で 18 歳 に 達 し た 者  

 

 



（ 入 学 手 続 等 ）  

第 13条  本 校 の 入 学 手 続 き は 、 次 の と お り と す る 。  

（ 1）  入 学 を 希 望 す る 者 は 、 本 校 の 定 め る 入 学 願 書 に 必 要 事 項 を 記 載 し 、 入 学 検 定 料 金 20,000 円 を 添

え て 指 定 期 日 ま で に 願 い 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 2）  前 号 の 手 続 を 終 了 し た 者 に 対 し て 書 類 審 査 及 び 面 接 に よ る 選 考 を 行 い 、 校 ⾧ が 入 学 を 許 可 す る 。

特 待 生 入 学 に つ い て は 筆 記 試 験 を 行 い 、推 薦 入 学 に つ い て は 面 接 試 験 を 免 除 と し 、校 ⾧ が 入 学 を

許 可 す る 。  

（ 3）  入 学 金 を 納 め 、本 校 に 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は 、指 定 期 日 内 に 所 定 の 納 付 金 を 添 え て 手 続 き を と ら

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 保 証 人 ）  

第 14条  保 証 人 は 、 入 学 者 の 在 学 中 に お け る 一 切 の 事 項 に つ い て 、 そ の 責 任 を 負 う も の と す る 。  

2 入 学 時 に 記 載 し た 保 証 人 に つ い て 内 容 変 更 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、直 ち に 所 定 の 変 更 届 を 校 ⾧ に

届 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 転 入 学 ）  

第 15条  本 校 へ の 転 入 学 を 希 望 す る 者 が あ る 場 合 は 、学 習 の 進 展 が 同 程 度 で あ り 、か つ 、や む を 得 な い 事

情 が あ る と 認 め た と き は 、 選 考 の 上 許 可 す る こ と が あ る 。  

 

（ 休 学 、 復 学 ）  

第 16条  生 徒 が 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ っ て 、1 月 以 上 出 席 す る こ と が で き な い と き は 、所 定 の

書 類 に そ の 理 由 を 明 記 し 、 保 証 人 連 署 の 上 、 病 気 等 の 場 合 は 医 師 の 診 断 書 等 を 添 え て 願 い 出 て 、

校 ⾧ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 生 徒 が 復 学 し よ う と す る と き は 、所 定 の 書 類 に そ の 理 由 を 明 記 し 、病 気 等 の 場 合 は 医 師 の

診 断 書 等 を 添 え 願 い 出 て 、 校 ⾧ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 出 席 停 止 ）  

第 17条  生 徒 が 伝 染 病 に か か り 又 は そ の お そ れ が あ る と き 、そ の 他 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、校 ⾧

は 当 該 生 徒 に 対 し 出 席 停 止 を 命 ず る こ と が あ る 。  

 

（ 退 学 ）  

第 18条  退 学 し よ う と す る 者 は 、所 定 の 書 類 に そ の 理 由 を 明 記 し 、願 い 出 て 、校 ⾧ の 許 可 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  

 

（ 課 程 修 了 の 認 定 ）  

第 19条  第 10 条 に 定 め る 授 業 科 目 の 成 績 評 価 に 基 づ い て 、 校 ⾧ は 課 程 修 了 の 認 定 を 行 う 。  

2 所 定 の 修 業 年 限 以 上 在 学 し 、 課 程 を 修 了 し た と 認 め た 者 に は 、 卒 業 証 書 を 授 与 す る 。  

 

（ 称 号 の 授 与 ）  

第 20条  前 条 に よ り 専 門 課 程 を 修 了 し た 者 に は 、 専 門 士 の 称 号 を 授 与 す る 。  

 

第 6章  科 目 等 履 修 生  

 

（ 科 目 等 履 修 生 ）  

第 21条  本 校 に お い て 開 設 す る 授 業 科 目 に 対 し 、本 校 生 徒 以 外 の 者 か ら 特 定 の 科 目 に つ い て 履 修 申 請 が あ

っ た 場 合 に は 、本 校 の 教 育 に 支 障 が な い 限 り 、選 考 の う え 、科 目 等 履 修 生 と し て 当 該 科 目 の 履 修

を 許 可 す る こ と が で き る 。  

2 そ の 他 科 目 等 履 修 生 に 関 す る 事 項 は 別 に 定 め る 。  

 



第 7章  賞 罰  

 

（ 褒 賞 ）  

第 22条  成 績 優 秀 に し て 、 他 の 模 範 と な る 生 徒 は 、 褒 賞 す る こ と が あ る 。  

2 学 外 に お い て 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 な ど で 特 に 校 ⾧ が 認 め た 者 は 褒 賞 す る 。  

 

（ 懲 戒 ）  

第 23条  生 徒 が 、本 校 の 規 則 に 反 し 、又 は 本 校 の 生 徒 の 本 分 に 反 す る 行 為 が あ り 、教 育 上 必 要 と 認 め ら れ

る 場 合 に は 、 こ れ を 懲 戒 す る 。  

2 懲 戒 の う ち 、 退 学 、 停 学 及 び 訓 告 は 、 校 ⾧ が 行 う も の と す る 。  

3 退 学 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 に こ れ を 行 う も の と す る 。  

（ 1）  性 行 不 良 で 改 善 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

（ 2）  学 力 劣 等 で 成 業 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

（ 3）  正 当 な 理 由 が な く し て 出 席 が 常 で な い 者  

（ 4）  学 校 の 秩 序 を 乱 し 、 そ の 他 、 生 徒 と し て の 本 分 に 反 し た 者  

（ 5）  授 業 料 そ の 他 の 納 付 金 を 指 定 期 日 ま で に 未 納 の 者  

 

第 8章  入 学 金 及 び 授 業 料 等  

 

（ 納 付 金 ）  

第 24条  本 校 の 入 学 金 及 び 授 業 料 は 別 表 第 2 の と お り と す る 。  

2 生 徒 は 、 在 籍 中 、 出 席 の 有 無 に か か わ ら ず 授 業 料 を 所 定 の 期 日 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 

3 生 徒 が 休 学 し た と き は 、前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、別 に 定 め る と こ ろ に よ り 授 業 料 を 免 除 す る こ

と が あ る 。  

 

（ 除 籍 ）  

第 25条  授 業 料 そ の 他 の 納 付 金 を 3 か 月 以 上 滞 納 し た 者 は 、 除 籍 さ せ る こ と が で き る 。  

 

第 9章  寄 宿 舎 等   

 

（ 寄 宿 舎 、 健 康 診 断 ）  

第 26条  本 校 に 寄 宿 舎 を 置 く 。  

2 寄 宿 舎 に 関 す る 事 項 は 、 校 ⾧ が 別 に 定 め る 。  

3 健 康 診 断 は 、 毎 年 1 回 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 実 施 す る 。  

 

第 10章  雑 則  

 

（ 施 行 細 則 ）  

第 27条  こ の 学 則 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 校 ⾧ が 別 に 定 め る 。  

 

附 則  

 

こ の 学 則 は 、 平 成 26 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 学 則 は 、 平 成 31 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 学 則 は 、 令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 学 則 は 、 令 和 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別 表 第 1 （ 教 育 課 程 及 び 授 業 時 数 ） 

（ 文 化 ・ 教 養 専 門 課 程  愛 玩 動 物 看 護 学 科 ） 

 授業科目 1 学年 2 学年 3 学年 計 

一
般
基
礎 

ビジネスマナー 30 30  60 

試験対策講座   60 60 

総合学習 20 20 20 60 

基
礎
動
物
看
護
学 

動物形態機能学 60 60  120 

動物繁殖学   30 30 

動物病理学   30 30 

動物薬理学  60  60 

動物感染症学   90 90 

応
用
動
物
看
護
学 

動物看護学概論 30   30 

動物看護関連法規  15  15 

動物愛護・適正飼育関連法規  15  15 

公衆衛生学   60 60 

人間動物関係学  30  30 

生命倫理・動物福祉  30  30 

動物行動学 30   30 

愛玩動物学 60   60 

比較動物学  
 

60 60 

適正飼育指導論   60 60 

動物生活環境学   30 30 

ペット関連産業概論   30 30 

臨
床
動
物
看
護
学 

動物内科看護学 30 60  90 

動物外科看護学  60  60 

動物臨床看護学総論 30   30 

動物臨床看護学各論 60 60  120 

動物栄養学 60   60 

動物臨床検査学 30   30 

動物医療コミュニケーション  
 

30 30 

実 
 

習 

動物形態機能学実習 30   30 

動物内科看護学実習 60 60  120 

動物臨床検査学実習 30 30  60 

動物外科看護学実習  30 90 120 

動物臨床看護学実習  60  60 

動物看護総合実習   180 180 

グルーミング実習 60   60 

動物愛護・適正飼育実習 150 150  300 

総合臨床実習 56 96 96 248 

計 826 866 866 2558 

 

 



別 表 第 2（ 学 納 金 ） 

 

 
入学金 授業料 実習費 施設費 諸費 合計 年間計 

入学時 150,000 
    

150,000 
 

 

1,130,000  

1年 
前期 

 
260,000 180,000 170,000 55,000 665,000 

後期 
 

260,000 
  

55,000 315,000 

 

2年 
前期 

 
260,000 220,000 170,000 55,000 705,000 

 

1,020,000 

後期 
 

260,000 
  

55,000 315,000 

 

3年 
前期 

 
260,000 220,000 170,000 55,000 705,000 

 

1,020,000 

後期 
 

260,000 
  

55,000 315,000 

 


